
平成２８年度 事業報告書 

 

１ 第２５回柔道整復師国家試験の実施 

  柔道整復師法第１３条の３の規定に基づく指定試験機関として同法第１０条の試験事務

を次のとおり行った。 

（１）試験実施日  平成２９年３月５日（日） 

（２）試 験 地  北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府 

          広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 

（３）試 験 結 果 

区 分 出願者数(名) 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(％) 

総 数 ７，３８８ ６，７２７ ４，２７４ ６３．５ 

 

２ 柔道整復師の免許登録事務の実施 

  柔道整復師法第８条の２の規定に基づく指定登録機関として同法第６条の登録事務及び

免許証の交付等の事務を次のとおり行った。 

区 分 新規免許交付 
名簿訂正・ 

書換交付 

免許 

再交付 

登録 

消除 

合格証明書 

交付 

英訳免許 

証明書交付 

免許 

取消 

取扱い件数 ４，４７１ ５３８ ２２６ １４ ３ ９ １ 

 

３ 柔道整復師国家試験出題基準の改定 

  柔道整復師国家試験改善検討委員会の報告書をもとに、出題基準検討委員会にて出題基

準改定の検討を行っています。 

 

４ 認定実技審査の実施 

（１）認定実技審査説明会の開催 

    認定実技審査制度の説明会を開催した。 

① 開催月日  平成２８年７月２１日（木）１３時～１５時 

② 開催場所  学校法人花田学園 日本柔道整復専門学校 

③ 参 加 者  既設校 ２８校 ３０名   

（２）認定実技審査員の派遣 

   各柔道整復師養成施設の柔道整復実技及び柔道実技の教育水準向上と充実を図ること

を目的に、柔道整復師養成施設指導ガイドライン（平成２７年３月３１日医政発０３



３１第３３号）に基づき認定実技審査員を派遣した。 

① 実技審査日  平成２８年１１月３日（祝・木）、１１月６日（日）、 

１１月１３日（日）、１１月２７日（日）、１２月４日（日）  

② 受審者数   ９２校   ４，４１５名 

③ 認定実技審査員数 

項   目 延派遣審査員数（実数） 

柔道整復実技 ２９０名（２１１名） 

柔 道 実 技  ２０２名（１０６名） 

再 審 査 ４９名（ ３５名） 

計 ５４１名（３５２名） 

④  認定実技審査質確保のためのアンケート調査を実施 

     ・受審者へ受審状況に関するアンケートを行った。 

     ・養成施設へ派遣審査員の審査状況に関するアンケートを行った。 

・派遣審査員へ養成施設の審査環境に関するアンケートを行った。 

 

５ 柔道整復師卒後臨床研修の実施 

  柔道整復師として、医学や医療の急速な進歩発展に対応するため、卒後の一定期間に外

来施術に対応できる治療技術の修得、幅広い知識と高度な技術の修得等、資質の向上、良

質でより高度な医療を望む国民の意向に沿わなければならない。卒後臨床研修制度報告書

（平成１３年度）をもとに、現状で実施可能な形での柔道整復師卒後臨床研修要領を定め、

平成１７年４月から開始した。 

平成２８年度の医療人研修講座は３９６名が受講した。 

（１）認定卒後臨床研修指導柔道整復師の認定 

     開催月日 平成２８年６月１９日（日） 

     開催場所 学校法人花田学園日本柔道整復専門学校 

     受審者数２１名 認定者数１４名 

 （２）卒後臨床研修修了者の氏名をホームページに公表した。 

（掲載者数：累計１，２０２名） 

 （３）卒後臨床研修の質確保のために修了者及び未修了者に対するアンケート調査を行っ

た。 

（４）卒後臨床研修指導者のための技術講習会の開催 

    ① 開 催 日   平成２９年３月１９日（日） 



    ② 開催場所   福岡医療専門学校 

    ③ 受講者数   ４９名 

 

６ 柔道整復師のためのスポーツ科学セミナーの開催 

  スポーツ科学講習会は、柔道整復師がスポーツ活動の支援体制の一員として積極的に参

加し、貢献できるために必要な知識と技術を習得することを目的とし、生涯教育の一環と

して平成６年から平成１７年度までの間に全国２３会場において合計１２回実施している。 

  平成１８年度より、受講修了者のうち希望する者には認定柔道整復スポーツトレーナー

の認定証を交付しているが、認定期間が平成２８年９月３０日までとなっているため、更

新講習会に加え、スポーツ活動の支援を志す他の柔道整復師にも受講対象を拡げ、「柔道整

復師のためのスポーツ科学セミナー」として、最新の技術情報を提供することを目的とし

て実施した。 

    ① 開 催 日   平成２８年７月３１日（日） １０時～１６時３０分 

    ② 開催場所   公益社団法人東京都柔道整復師会 

    ③ 受講者数   ５５名 

    ④ 認定柔道整復スポーツトレーナー資格更新者  ２１７名 

 

７ 文部科学省委託事業による柔道整復師養成施設の第三者評価導入に関する調査の実施 

  医療者としての適格性や生涯学習能力を備え、「患者安全」を守りうる柔道整復師を養成

できるか否かは、３年間学生を教育し続ける学校教育の質に左右されることから、学校教

育の質を国民が判断することが可能となるよう学校教育の質に対する第三者評価を導入し

ていくことについて、モデル実施を行うことにより第三者評価の在り方等について調査を

行った。 

 （モデル実施校） 

   北海道柔道整復師会附属北海道柔道整復専門学校 

   学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 

 （財源） 

   文部科学省 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進事業委託費   

  

   

 

 



 

（会議関係） 

  １ 理 事 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４回 

  ２ 評 議 員 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２回 

  ３ 常務理事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３回 

  ４ 認定実技審査委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・   ３回 

  ５ 認定実技審査要領編集小委員会 ・・・・・・・・・・・  ９回 

  ６ 卒後臨床研修委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ２回 

  ７ 卒後臨床研修全国実施委員会 ・・・・・・・・・・・・  ２回 

８ 試験委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０回 

  ９ 試験総括者連絡会議 ・・・・・・・・・・・・・・・・  １回 

 １０ 出題基準検討委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４回 

 １１ 第三者評価モデル事業実施委員会等 ・・・・・・・・・  ８回  

  



平成２８年度事業報告の附属明細書 

 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する標記附属

明細書には、事業報告の内容を補足する重要な事項はない。 

 


